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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】構造が比較的簡単な３つのローター式ピッチン
グマシンにおいて、球速を１２０ｋｍ／ｈ以上に速くし
ても特に直球がホームベース上でおじきすることがなく
、ボールがホップアップするように伸び、スピンのきい
た、切れのよい投球ができるピッチングマシンを提供す
る。
【解決手段】ボールの投球路９の周りに３つのローター
１０～１２を配置した３ローター式ピッチングマシン１
において、３つのローター１０～１２は正面より見て逆
Ｙ型に配置され、各ローター１０～１２はそれぞれの回
転を制御する回転駆動装置１３～１５を備え、３つのロ
ーター１０～１２で挟持してボールを投球する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボールの投球方向周りに３つのローターを配置した３ローター式ピッチングマシンにお
いて、
　３つの前記ローターは正面より見て逆Ｙ型に配置され、各ローターはそれぞれの回転を
制御する回転駆動装置を備え、３つの前記ローターで挟持してボールを投球することを特
徴とするピッチングマシン。
【請求項２】
　前記各ローターの全周面に、ウレタン樹脂層を有する請求項１記載のピッチングマシン
。
【請求項３】
　前記各ローターとそれらの回転駆動装置を共通の支持枠内に支持し、前記支持枠を支持
台上に水平旋回可能に設置するとともに、前記支持枠の前記ボール投球方向を前記支持台
に対し上下方向に調整可能に構成した請求項１または２記載のピッチングマシン。
【請求項４】
　中央上の前記ローターの回転速度に比べて左右下の前記ローターの回転速度が速くなる
ように設定する請求項１～３のいずれかに記載のピッチングマシン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、３ローター式ピッチングマシンの改良に関するもので、詳しくは、３つの
ローターによりボールを挟持し、それらのローターの回転速度を制御することにより、任
意の球種・球速で投球する３ローター式ピッチングマシンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ボールを中心に左上ローターと右上ローターと中央下ローターとを、正面より見てＹ型
に配置し、３つの前記ローターによりボールを挟持するとともに、前記各ローターの回転
速度を制御することにより、直球や変化球を任意の球速で投球するピッチングマシンが提
案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　そのほか、上下一対ずつの４つのローター（ホイ－ル）を備えたピッチングマシーンが
提案されている。この装置は、マシンフレームに軸受を介して回転可能に内側軸端が対向
状態になるように、軸承された一対の２組の軸と、これら各組の一対の軸の対向内端部に
相互に近接状態に取付けられた一対の２組のホイールと、これらホイールの各外周面に沿
って取付けられた弾性変形可能なタイヤと、上記４本の軸を各対で同方向に且つ組相互に
反対方向に個別に変速可能に回動する駆動手段と、上記４つのホイールの近接箇所にボー
ルを供給するボール供給手段とから構成されている。上記一対の２組の軸は上記４つのホ
イールの近接箇所においてボールを上記タイヤが圧接できる間隔で隔設されている。した
がって、対向並置された左右の一対２組の計４ケのホイールの個々の回転速度を個別に制
御することによって、直球から大きく曲がる変化球まで無段階に微妙に投球することがで
きる。このため、有名ピッチャーを想定したシミュレーション投球もプログラム制御する
ことも簡単に行い得るようになり、バッティング技術の向上に大いに役立てることが可能
になるとともに、従来の左右の一対の水平円盤方式に比べて幅方向の省スペース化を図る
ことができる（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　前者は、ボールの上側に左右一対のローターを備え、中央下のローターとの３つのロー
ターでボールを挟持しながら各ローターの回転速度を制御して投球するので、上側が２つ
のローターで下側が１つのローターによって回転力が与えられ、どうしても上側の回転力
が強くなる傾向がある。このため、球速を特に１１０ｋｍ／ｈ以上にすると、回転速度が
上がるので、下側のローターが滑って回転力をボールに十分に付与できず、ボールが重力
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でおじきする。この傾向は直球の場合に強く、球速が上がるほど顕著になる。また、ボー
ルに対し下側ローターが滑ってグリップが悪いので、コントロールが定まりにくい。
【０００５】
　後者は、上下それぞれ一対ずつのローターでボールを挟持するが、上下のローターが対
向的に水平に配置されているので、各ローターからボールに対して回転力を十分に伝達し
にくい。このため、構造が複雑になるだけで、４つのローターを使用することによる利点
が発揮されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－５７５４４号公報
【特許文献２】特開平５－２０８０５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この発明は上述の点に鑑みてなされたもので、構造が比較的簡単な３つのローター式ピ
ッチングマシンにおいて、球速を例えば１１０ｋｍ／ｈ以上に速くしても特に直球がホー
ムベース上でおじきすることがなく、ボールがホップアップするように伸び、スピンのき
いた、切れのよい投球ができるピッチングマシンを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するためにこの発明に係るピッチングマシンは、ボールの投球方向周
りに３つのローターを配置した３ローター式ピッチングマシンにおいて、３つの前記ロー
ターは正面より見て逆Ｙ型に配置され、各ローターはそれぞれの回転を制御する回転駆動
装置を備え、３つの前記ローターで挟持してボールを投球することを特徴としている。
【０００９】
　上記の構成を有する３ローター式ピッチングマシンによれば、従来の上側２つ・中央下
１つのＹ型ローターと違ってボールに対して下側ローターの滑りが生じにくい。つまり、
ボールには下側の左右のローターによる回転力が確実に伝達され、正面より見てボールの
下側から上向きへの回転（スピン）が十分に効いた状態の投球がなされる。したがって、
球速を例えば１２０ｋｍ／ｈ以上に速くしても特に直球がホームベース上でおじきするこ
とがなく、ボールがホップアップするように伸び、スピンのきいた切れのよい投球ができ
る。
【００１０】
　請求項２に記載のように、前記各ローターの全周面に、ウレタン樹脂層を有することが
できる。
【００１１】
　このようにすれば、ボールとローターとの滑りを防止してローターの回転力を確実にボ
ールへ与えられる。
【００１２】
　請求項３に記載のように、前記各ローターとそれらの回転駆動装置を共通の支持枠内に
支持し、前記支持枠を支持台上に水平旋回可能に設置するとともに、前記支持枠の前記ボ
ール投球方向を前記支持台に対し上下方向に調整可能に構成することが望ましい。
【００１３】
　このようにすれば、球種・球速に応じて投球方向を調整でき、任意のコースゾーンに投
入できる。
【００１４】
　請求項４に記載のように、中央上の前記ローターの回転速度に比べて左右下の前記ロー
ターの回転速度が速くなるように設定することが望ましい。
【００１５】
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　このようにすれば、下側のローターが２つで上側中央の１つのローターに比べてボール
に対し回転力を確実に付与できるとともに、ボールの下側の回転速度を上側に与える回転
速度よりも速くしたので、投球の際にボールを上向きに回転させられるので、マグヌス効
果による力が働き、この力が重力による下方向の力と相殺し合う。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明による３ローター式ピッチングマシンには、次のような優れた効果がある。すな
わち、投手が投球する場合、スピンの効いたボールを投げるには、ボールが人差し指と中
指の指先からリリースさせる瞬間が重要であるが、本発明のピッチングマシンでは投手の
人差し指の指先と中指の指先とが下側の２つのローターに相当する。直球の場合には投手
の人差し指と中指で押し出すようにリリースし、ボールにしっかりと指をかけることによ
って回転がかかり、伸びのあるストレートとなる。ボールは指先からリリースされた後、
重力によって下方向への力が発生するので、ボールは前進するにしたがってどんどん下に
落ちていってしまうが、スピンの効いたストレートにはボールの重力による落下に抵抗す
る力がある。それがボールの上方向への回転によって生み出されるマグヌス効果による力
である。マグヌス効果とは、一様流中に置かれた回転する円柱又は球が一様流に対して垂
直方向の力が働く現象のこと、つまり流れの中で回転している球体には、流速と回転軸の
両者に垂直で、回転によって流れが加速される側に向く力が働くという現象のことである
。ボールに対し上向きの回転を与えることによって、マグヌス効果による力が働き、この
力が重力による下方向の力と相殺し合う。人の力で生み出せるマグヌス効果による力では
下方向への力をすべて相殺することはできないため、ボールは沈んでしまうことになる。
マグヌス効果は球の回転速度や球速が速ければ速いほど発生する力が大きくなる。つまり
、回転速度も球速も速い球を投げれば、沈む幅を小さくできる。また、マグヌス効果は変
化球にも密接に関係していて、このマグヌス効果による力がボールを変化させていると言
える。本発明のピッチングマシンによれば、ボールに対し上向きの力を十分に与えられる
から、マグヌス効果を有効に引き出せる。このため、特に球速の速い直球を沈まないよう
に、つまりホップアップするように投球できるとともに、変化球についても安定して投球
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例に係るピッチングマシンを正面より見て内部を断面で表した説明
図である。
【図２】本発明の実施例に係るピッチングマシンを左側面より見て内部を断面で表した説
明図である。
【図３】本発明の実施例に係るピッチングマシンにおける球速・球種用コントローラを概
略的に示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施の形態を実施例を示す図面に基づいて説明する。
【００１９】
　図1および図２に示すように、本実施例に係るかかる３ローター式ピッチングマシーン
１は、前後両側にキャスター４を備えた架台３上に支持台２を備えている。支持台２上に
は支持枠５を備えている。この支持枠５内に、３つのローター（ホイール）１０、１１、
１２が正面より見て逆Ｙ型に配置されている。本例では、ボール投球路９を中心にして中
央上ローター１０、右下ローラー１１および左下ローター１２が正面より見て略１２０°
の角度で逆Ｙ型には位置されている。各ローター１０～１２はそれぞれ回転駆動装置１３
～１５を備え、支持枠５内のフレーム（図示せず）に回転駆動装置１３～１５が固定され
、回転駆動軸１０ａ、１１ａ、１２ａを介して各ローター１０～１２が回転可能に支持さ
れている。各ローター１０～１２はアルミ合金などの金属製ローター本体の全周面に本例
ではウレタン樹脂層が巻装されており、図３に示すコントローラ４１の各ダイヤル３１～
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３３の回転量を調節することによりインバータ３４～３６を介して回転速度が制御される
。支持枠５の後方にはボール供給筒１６を後方上向きに備え、供給筒１６の上端開口１６
ａから挿入されたボールが投球路９に順に投入される。
【００２０】
　支持台２は複数のキャスター１７を介してその前端部センターの回転支軸１８を中心に
水平方向に旋回可能に載置されている。架台３に旋回用ギヤードモーター１９が設置され
、その回転軸（図示せず）を架台３の上方に突出させ、クランクシャフト２０の一端に回
転可能に接続されている。一方、クランク２０の他端が支持台２のセンター位置付近に支
持されたクランクシャフト２０ａに回転可能に接続され、ギヤモーター１９の回転により
支持台２が前端の回転支軸１８を中心に左右に揺動回転する。支持台２の旋回角度を測る
エンコーダ２１が支持台２の前端部に設置されている。
【００２１】
　一方、支持枠５の前端下部が支持台２の門型枠２２の上端に支軸２３を介して枢着され
、支持枠５は支軸２３を中心に上下方向に傾斜する。支持枠５の後端下部がロール２４を
介して支持台５側の変形カム２５上に支持されている。変形カム２５は門型枠２２に沿っ
て上下可能に支持された昇降板２６上に回転可能に支持され、昇降板２６上に設置された
高低用ギヤードモーター２７により回転し、支持台５が上下方向に傾斜する。また。昇降
板２６はその後部に螺合するボルト状ネジ杆２８の回転により昇降する。ネジ杆２８の上
端には手動式ハンドル２９が一体回転可能に固定されている。支持枠５の傾斜角度を測る
エンコーダ３０が昇降板２６の一側に設置されている。なお、図２中の符号３７は支持台
２の回転を固縛するためのストッパーハンドル、３８は手押し具、３９はキャスター４の
固定用ブレーキである。
【００２２】
　続いて、上記のように構成される実施例に係る３ローター式ピッチングマシン１の使用
態様について説明する。
【００２３】
　ボール供給筒１６から挿入されたボールが３つの逆Ｙ型ローター１０～１２により構成
されるボール投球路９内に送り込まれる。ボールは３つのローター１０～１２のウレタン
樹脂層によって挟持された状態で、一斉に回転力が付与される。本例の場合、各ローター
１０～１２の回転速度は、インバーター３４～３６の１０Hz当たり２８５rpmで、１５０
ｋｍ／ｈのストレートでは中央上ローター１０のインバータ３４が８０Hz（約２２８０rp
m)、左右の下ローター１１・１２の各インバータ３５・３６が９０Hz（約２５６０rpm）
にダイヤル３１～３３によって設定される。これにより、ボールは上向きに回転しながら
投球されるので、マグヌス効果により上向きの力が働き、この力が重力による下向きの力
と相殺し合って直進するため伸びのある投球となる。変化球の場合にも、中央上ローター
１０の回転速度よりも下側ローター１１・１２の回転速度を速めた状態で、左右のロータ
ー１１・１２の間に回転速度差を与えて変化させるので、マグヌス効果が有効に働き変化
球についても安定した投球ができる。コースを含めた投球位置の調整は、エンコーダ２１
・３０により上下の傾斜角および左右の向きを制御しながら行う。なお、各ローターの回
転速度を制御するためのコントローラ４０（図３参照）は架台３後方のボックス４１（図
２参照）内に収納されている。
【００２４】
　上記に本発明の３ローター式ピッチングマシンの実施例について説明したが、下記のよ
うに実施することもできる。
・左右の下ローラー１１・１２の間の角度を１１０°以下に狭めたり、逆に１２５°以上
に広げたりする。
・３つのローラー１０～１２をボール投球路９の中心軸線に対して平行に配置した上記実
施例の状態から、わずかに傾斜させた状態に配置する。
・上記実施例では下側２つのローター１１・１２の回転速度を上側１つのローター１０の
回転速度より速く設定したが、これに限定するものではなく、球種によっては上側のロー
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ー１１・１２からの回転力がボールに確実に付与されるので、投球が安定する。
【符号の説明】
【００２５】
　１　３ローター式ピッチングマシーン
　２　支持台
　３　架台
　４　キャスター
　５　支持枠
　９　ボール投球路
１０　中央上ローター
１１　右下ローター
１２　左下ローター
１３～１５　回転駆動装置
１６　ボール供給筒
１７　キャスター
１８　回転支軸
１９　旋回用ギヤードモーター
１９ａ　回転軸
２０　クランクシャフト
２０ａ　クランク
２１・３０　エンコーダ
２２　門型枠
２３　支軸
２４　ローラー
２５　変形カム
２６　昇降板
２７　高低用ギヤードモーター
２８　ボルト状ネジ杆
２９　手動式ハンドル
３１～３３　回転速度調節用ダイヤル
３４～３６　インバータ
３７　ストッパーハンドル
３８　手押し具
３９　キャスター４の固定用ブレーキ
４０　コントローラ
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